木造住宅耐震補強・改修工法について

本県では、今回の東日本大震災により全壊、半壊、一部損壊を併せて約１８万棟にのぼる住宅が被災されました。改めて、被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。

本会では、平成１７年度から市町村の委託を受けて木造住宅耐震診断事業を行っており、平成２２年度までに３６市町村において約３，９００棟の耐震診断を行ってまいりました。当然のことながら旧耐震基準時の住宅を診断しているため、多くの住宅が新耐震基準を満たしておりません。

しかし、耐震診断後におけるフｫローがないため、その殆どが補強改修されずにいる現状です。

その理由は、住宅所有者がどこに相談したらよいか分からなかったり、工事費が気になって相談できなかったりと様々であろうと思います。また、本会会員も手引き等がないため気軽に相談に応じられないこともあろうかと思います。
そこで、本会では補強・改修工法や補強・改修に係る概算工事費等が容易に分かるマニュアル冊子を作成することにしました。

市町村職員や本会会員等が、住宅所有者に分かりやすく補強方法や概算工事費等が説明でき、住宅所有者が比較的容易に判断できる内容のものを作ることを目指しております。また、年度内の作成を目指し関係者一同頑張っております。

なお、上記のとおり、現状においては、マニュアル冊子でのご説明はできませんが、耐震改修について、お悩みやご質問等がある時は本会事務局までご連絡頂ければ、木造耐震改修に精通した会員がご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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